
規 則

�愛媛県規則第１０号
愛媛県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年３月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県県営住宅管理条例施行規則（昭和３５年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１２条の５ 省略

（駐車場使用申込書の様式）

第１２条の６ 条例第２３条の１８第１項に規定する駐車場使用申込書

は、別記第１０号の３様式によらなければならない。

（変更の許可の申請等）

第１２条の７ 条例第２３条の１８第２項の規定により許可を受けようと

する者は、別記第１０号の４様式による駐車場使用変更許可申請書

を知事に提出しなければならない。

２ 条例第２３条の１８第２項ただし書の規則で定める軽微な変更は、

次に掲げる事項の変更とする。

� 県営住宅駐車場に駐車する車両の車種名

� 県営住宅駐車場に駐車する車両の自動車登録番号又は車両番

号

３ 条例第２３条の１８第３項の規定による届出は、前項各号に掲げる

事項のいずれかに変更があつた日から１５日以内に、別記第１０号の

５様式による駐車場使用許可内容変更届出書を提出して行わなけ

ればならない。

（県営住宅駐車場を優先して使用させる特別な事情）

第１２条の８ 条例第２３条の１９第１項ただし書に規定する特別な事情

がある場合は、次に掲げる場合とする。

� 車いす用住戸の入居者が県営住宅駐車場を必要とする場合

� その他知事が特に必要と認める場合

（県営住宅駐車場の使用者の通知）

第１２条の９ 条例第２３条の１９第４項に規定する駐車場使用決定通知

書は、別記第１０号の６様式による。

（駐車場使用料の額）

第１２条の１０ 条例第２３条の２０第１項に規定する駐車場使用料の額

は、県営住宅駐車場ごとに次の各号に定める額の合計額とする。

� 県営住宅駐車場の整備に要した費用の償却費 整備に要した

費用に０．８を乗じて得た額を１０で除して得た額

� 管理事務費 管理に要する額として知事が別に定める額

第１２条の５ 省略
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� 地代 当該県営住宅駐車場敷地の固定資産税評価相当額（当

該県営住宅の存する土地の近傍類似の土地の土地課税台帳又は

土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。）に０．０２を乗

じて得た額

� 修繕費 整備に要した費用に０．０１２を乗じて得た額

２ 知事は、前項の駐車場使用料の額（前項第２号に規定する管理

事務費を除く。）を定め、又は変更したときは、その旨を告示す

る。

（県営住宅駐車場の使用の承継の承認）

第１２条の１１ 条例第２３条の２１の規定による承認を受けようとする者

は、別記第１０号の７様式による駐車場使用承継承認申請書を知事

に提出しなければならない。

（県営住宅駐車場の返還の届出書）

第１２条の１２ 条例第２３条の２２の規定による届出は、別記第１０号の８

様式による駐車場返還届出書を知事に提出してしなければならな

い。

（駐車場使用料の減免）

第１２条の１３ 条例第２３条の２５において準用する条例第１０条の規定に

よる特別な事情がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場

合とする。

� 車いす用住戸の入居者が県営住宅駐車場を必要として県営住

宅駐車場の使用許可を受けた場合

� 県営住宅駐車場相互の間における県営住宅駐車場の整備状況

を勘案し、知事が必要と認める場合

� その他知事が特に必要と認める場合

２ 条例第２３条の２５において準用する条例第１０条の規定により駐車

場使用料の猶予又は減免を受けようとする者は、その事由及びこ

れを証明する書類を知事に提出しなければならない。

附 則

（施行期日）

１ 省略

（愛媛県県営住宅管理規則の廃止）

２ 省略

（経過措置）

３ 県営住宅駐車場となった年度からその翌々年度までの間の駐車

場使用料の額については、第１２条の１０第１項の規定にかかわら

ず、知事は、告示で定めるところにより、県営住宅駐車場の使用

者の経済的な負担の増加の影響を緩和するための必要な措置を講

ずることがある。

附 則

１ 省略

２ 省略

別記第１０号の２様式の次に次の６様式を加える。

愛 媛 県 報平成２０年３月２５日 第１９４９号外２
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第１０号の３様式（第１２条の６関係） 駐車場使用申込書

駐車場使用申込書
年 月 日

愛媛県知事 様
住所又は所在地
氏名又は名称及び
その代表者の氏名 �

使用開始希望年月日 年 月 日

駐
車
す
る
車
両

台 数

車 種 名

自動車登録番号又は車両番号

所有者の氏名又は名称

使用する者の氏名又は名称

使用者と駐車する車両を使用する者との関係

注１ 記名押印に代えて署名することができる。
２ 使用しようとする県営住宅駐車場の位置図を添付すること。
３ 愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第２３条の１７第２項
に規定する団体の場合にあつては、使用者と駐車する車両を使用する者との
関係の欄中「使用者」とあるのは、「入居者」とし、駐車する車両の欄及び
使用者と駐車する車両を使用する者との関係の欄は、別紙に記載の上、これ
を添付すること。

愛 媛 県 報平成２０年３月２５日 第１９４９号外２
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第１０号の４様式（第１２条の７関係） 駐車場使用変更許可申請書

駐車場使用変更許可申請書
年 月 日

愛媛県知事 様
住所又は所在地
氏名又は名称及び
その代表者の氏名 �

変更内容 変更前 変更後

駐
車
す
る
車
両

台 数

所有者の氏名又は名称

使用する者の氏名又は名称

使用者と駐車する車両を使用する
者との関係

注１ 記名押印に代えて署名することができる。
２ 変更しようとする県営住宅駐車場の範囲及び位置図を添付すること。
３ 愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第２３条の１７第２項
に規定する団体の場合にあつては、使用者と駐車する車両を使用する者との
関係の欄中「使用者」とあるのは、「入居者」とする。

愛 媛 県 報平成２０年３月２５日 第１９４９号外２

４



第１０号の５様式（第１２条の７関係） 駐車場使用許可内容変更届出書

駐車場使用許可内容変更届出書
年 月 日

愛媛県知事 様
住所又は所在地
氏名又は名称及び
その代表者の氏名 �

変更事項 変更前 変更後 変更年月日

駐
車
す
る
車
両

車 種 名

自動車登録番号
又は車両番号

注 記名押印に代えて署名することができる。

愛 媛 県 報平成２０年３月２５日 第１９４９号外２

５



第１０号の６様式（第１２条の９関係） 駐車場使用決定通知書

駐車場使用決定通知書
年 月 日

住所又は所在地
氏名又は名称及び
その代表者の氏名 様

�

台 数
使 用 面 積 平方メートル
使用決定した範囲及び位置 別紙のとおり
使 用 開 始 年 月 日 年 月 日
使 用 料 月額 円
許可の条件その他特記事項

愛 媛 県 報平成２０年３月２５日 第１９４９号外２
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第１０号の７様式（第１２条の１１関係） 駐車場使用承継承認申請書

駐車場使用承継承認申請書
年 月 日

愛媛県知事 様
団地第 号

氏名 �
申請者 年 月 日生

使用者との関係
（同居年月日 ・ ・ ）

使用名義人名
入居承継年月日 年 月 日

注 記名押印に代えて署名することができる。

愛 媛 県 報平成２０年３月２５日 第１９４９号外２

７



第１０号の８様式（第１２条の１２関係） 駐車場返還届出書

駐車場返還届出書
年 月 日

愛媛県知事 様
住所又は所在地
氏名又は名称及び
その代表者の氏名 �

駐車場返還年月日 年 月 日
返 還 の 理 由

注 記名押印に代えて署名することができる。

愛 媛 県 報平成２０年３月２５日 第１９４９号外２

８



告 示

�愛媛県告示第５１３号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第２３条の

１７第１項及び第２３条の２０第１項並びに愛媛県県営住宅管理条例施行

規則（昭和３５年愛媛県規則第１９号）附則第３項の規定に基づき、県

営住宅駐車場及び駐車場使用料の額を次のとおり定め、平成２０年４

月１日から施行する。

その関係図面は、関係地方局建設部又は土木事務所に備え置いて

縦覧に供する。

平成２０年３月２５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 県営住宅駐車場の位置及び１平方メートル当たりの駐車場使用

料の額（愛媛県県営住宅管理条例施行規則第１２条の１０第１項第２

号に規定する管理事務費を除いた額をいう。以下同じ。）

名 称 位 置
駐車場使用料
（月額）

有 料 化
開始年度

川之江団地 四国中央市川之江町 ８８円

新居浜東団地 新居浜市庄内町一丁目 ９５円

多喜浜団地 新居浜市阿島 ７２円

多喜浜第２団地 新居浜市阿島 ７２円

磯浦団地 新居浜市磯浦町 ７２円

西条東団地 西条市新田 ８３円

御陣屋南団地 西条市丹原町池田 ５５円

今治西団地 今治市湊町一丁目 ７５円

今治東団地 今治市東鳥生町四丁目 ９２円

桜井団地 今治市桜井団地五丁目 ７３円

松木団地 今治市松木 ９９円

朝美団地 松山市朝日ヶ丘二丁目 １３３円 平成２０年度

西石井団地 松山市西石井三丁目 １５７円

和泉団地 松山市和泉南二丁目 １５３円

天神梅本団地

松山市南梅本町

１３２円

東温市北野田

伊予団地 伊予市尾崎 ７６円

伊予第２団地 伊予市尾崎 ７６円

大洲東団地 大洲市東大洲 ９５円

宮の下団地 宇和島市別当三丁目 １０７円

宮の下第２団地 宇和島市別当三丁目 ７９円

宮の下第３団地 宇和島市別当五丁目 １２４円

伊吹北団地 宇和島市伊吹町 １１０円

２ 駐車場使用料の月額は、１の規定による駐車場使用料の月額に

使用許可に係る面積を乗じて得た額（当該額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた額）とする。

３ 県営住宅駐車場となった年度（以下「有料化開始年度」という。）

からその翌々年度までの間における駐車場使用料の月額は、２の

規定にかかわらず、２の規定による額と次の各号に掲げる年度の

区分に応じ、当該各号に定める額のいずれか少ない額とする。

� 有料化開始年度 ５００円に使用許可に係る台数を乗じて得た

額

� 有料化開始年度の翌年度 １，０００円に使用許可に係る台数を

乗じて得た額

� 有料化開始年度の翌々年度 １，５００円に使用許可に係る台数

を乗じて得た額

４ 県が県営住宅駐車場の管理を行うこととなる場合の駐車場使用

料の月額は、２及び３の規定にかかわらず、これらの規定による

額に知事が別に定める管理事務費の額を加算した額とする。

附 則

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

２ 愛媛県県営住宅管理条例の一部を改正する条例（平成２０年愛媛県条例第１号）附則第３項の規定による申請は、改正後の愛媛県県営住

宅管理条例施行規則第１２条の６の規定の例により行わなければならない。

平成２０年３月２５日 発行

愛 媛 県 報平成２０年３月２５日 第１９４９号外２

９


